
JP 2012-243632 A 2012.12.10

10

(57)【要約】
【課題】電線との接触不良を防止することが可能な圧接
端子を提供する。
【解決手段】一対の第１挟持片１４，１４の間に電線Ｗ
１が挿通されて圧接される第１圧接端子１１と、一対の
第２挟持片２３，２３の間に電線Ｗ１が挿通されて圧接
される第２圧接端子２０とを第１挟持片１４，１４と第
２挟持片２３，２３とが重なるように組み合わせて構成
される圧接端子１０であって、第１圧接端子１１には、
一対の第２挟持片２３，２３間の間隔が広がる方向への
第２挟持片２３，２３の変形を規制する第１変形規制部
１７，１７が設けられるとともに、第２圧接端子２０に
は、一対の第１挟持片１４，１４間の間隔が広がる方向
への第１挟持片１４，１４の変形を規制する第２変形規
制部２６，２６が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の第１挟持片の間に電線が挿通されて圧接される第１圧接端子と、一対の第２挟持片
の間に電線が挿通されて圧接される第２圧接端子とを前記第１挟持片と前記第２挟持片と
が重なるように組み合わせて構成される圧接端子であって、
　前記第１圧接端子には、前記一対の第２挟持片間の間隔が広がる方向への前記第２挟持
片の変形を規制する第１変形規制部が設けられるとともに、前記第２圧接端子には、前記
一対の第１挟持片間の間隔が広がる方向への前記第１挟持片の変形を規制する第２変形規
制部が設けられている圧接端子。
【請求項２】
前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記各挟持片の側縁部から前記挟持片が
重なる側に突出していることを特徴とする請求項１記載の圧接端子。
【請求項３】
前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記挟持片の側縁部から前記挟持片の面
に沿う方向に折り返す折り返し片であることを特徴とする請求項２記載の圧接端子。
【請求項４】
前記挟持片に設けられた折り返し片は、当該挟持片に重ねられた挟持片の面に当接してい
ることを特徴とする請求項３記載の圧接端子。
【請求項５】
前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記各挟持片の基端部であって、当該挟
持片に重ねられた挟持片における先端側寄りの位置に形成されていることを特徴とする請
求項２ないし請求項４のいずれか一項に記載の圧接端子。
【請求項６】
前記電線は、金属素線が撚り合わされた撚り線であり、
　前記第１圧接端子は、前記一対の第１挟持片を複数個平行に配置して構成されていると
ともに、前記第２圧接端子は、前記一対の第２挟持片を複数個平行に配置して構成されて
いることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載の圧接端子。
【請求項７】
前記第１圧接端子及び前記第２圧接端子のうちの一方には、電線端末が接続される接続部
が設けられていることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の圧接
端子。
【請求項８】
前記第１圧接端子及び前記第２圧接端子は、同一形状であることを特徴とする請求項１な
いし請求項６のいずれか一項に記載の圧接端子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧接端子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一対の挟持片の間に被覆電線が挿通されることにより一対の挟持片が絶縁被覆を
切り込み、その内側の芯線に接触する圧接端子が知られている。
【０００３】
　このような圧接端子は、時間の経過等により一対の挟持片間の間隔が広がる方向に各挟
持片が変形し、電線を圧接する際の接触圧が弱くなるおそれがある。
【０００４】
　そこで、特許文献１に示すように、圧接端子を雄形圧接端子と雌形圧接端子とから構成
し、雌形圧接端子の両側に形成されたカール部の先端と圧接部との間隙に雄形圧接端子の
圧接部を受け入れるようにすることが考えられた。このようにすれば、雄形圧接端子の圧
接部は左右から狭圧されてＵ字状スロットを強制圧縮し、雄形圧接端子がカール部の先端
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を拡幅することで雌形圧接端子のＵ字状スロットが強制圧縮される強制狭着機構を構成す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６１－８９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１の構成は、雄形圧接端子の圧接部については、カール部の先
端で直接的に挟圧しているため、時間が経過しても比較的強い力で圧接されているのに対
して、雌形圧接端子の圧接部については、雄形圧接端子がカール部の先端を拡幅する力の
反動により圧接部を圧縮する構成であり、圧接部を直接的に挟圧する場合と比較すると時
間の経過により圧接部と電線との接触圧が弱くなって（スロット径が広くなって電線との
圧接部分が緩み）接触不良が生じることが懸念される。
【０００７】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、電線との接触不良を防
止することが可能な圧接端子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の圧接端子は、一対の第１挟持片の間に電線が挿通されて圧接される第１圧接端
子と、一対の第２挟持片の間に電線が挿通されて圧接される第２圧接端子とを前記第１挟
持片と前記第２挟持片とが重なるように組み合わせて構成される圧接端子であって、前記
第１圧接端子には、前記一対の第２挟持片間の間隔が広がる方向への前記第２挟持片の変
形を規制する第１変形規制部が設けられるとともに、前記第２圧接端子には、前記一対の
第１挟持片間の間隔が広がる方向への前記第１挟持片の変形を規制する第２変形規制部が
設けられているところに特徴を有する。
【０００９】
　本構成によれば、第１圧接端子の第１変形規制部により一対の第２挟持片間の間隔が広
がる方向への第２挟持片の変形が規制されるため、電線と第２挟持片との間の接触圧が弱
くなることによる接触不良を防止することができる。また、第２圧接端子の第２変形規制
部により一対の第１挟持片間の間隔が広がる方向への第１挟持片の変形が規制されるため
、電線と第１挟持片との間の接触圧が弱くなることによる接触不良を防止することができ
る。よって、電線と圧接端子との間の接触不良を防止することができる。
【００１０】
　上記構成に加えて以下の構成を有すればより好ましい。
（１）前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記各挟持片の側縁部から前記挟
持片が重なる側に突出している。
　このようにすれば、圧接端子の構成を簡素化することができる。
【００１１】
（２）前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記挟持片の側縁部から前記挟持
片の面に沿う方向に折り返す折り返し片である。
　このようにすれば、第１及び第２圧接端子のうちの一方の折り返し片の内側に第１及び
第２圧接端子のうちの他方の挟持片を保持することが可能になる。
【００１２】
（３）前記挟持片に設けられた折り返し片は、当該挟持片に重ねられた挟持片の面に当接
している。
　このようにすれば、第１及び第２圧接端子間の接触面積を大きくすることができるため
、電気抵抗を少なくすることが可能になる。
【００１３】
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（４）前記第１変形規制部及び前記第２変形規制部は、前記各挟持片の基端部であって、
当該挟持片に重ねられた挟持片における先端側寄りの位置に形成されている。
　このようにすれば、第１変形規制部及び第２変形規制部を挟持片の基端部に形成するこ
とで比較的挟持片の変形による影響を受けないようにすることができる。また、この挟持
片を重ねられた挟持片における先端側寄りの位置とすることで、重ねられた挟持片につい
て変形が生じやすい先端側の変形を有効に防止することができる。
【００１４】
（５）前記電線は、金属素線が撚り合わされた撚り線であり、前記第１圧接端子は、前記
一対の第１挟持片を複数個平行に配置して構成されているとともに、前記第２圧接端子は
、前記一対の第２挟持片を複数個平行に配置して構成されている。
　このようにすれば、撚り線を複数箇所で圧接することになるため、撚り線がほどけるよ
うな圧接端子の回転を防止することをできる。また、圧接端子の個数が多くなることで電
線との接触面積を多くなるとともに、組み合わされた状態の圧接端子の形状が安定しやす
くなる。
【００１５】
（６）前記第１圧接端子及び前記第２圧接端子のうちの一方には、電線端末が接続される
接続部が設けられている。
（７）前記第１圧接端子及び前記第２圧接端子は、同一形状である。
　このようにすれば、第１及び第２圧接端子を共通化できるため、第１及び第２圧接端子
を形成するための金型を共通化することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の圧接端子によれば、電線との接触不良を防止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態１の圧接端子を示す斜視図
【図２】第１圧接端子を示す斜視図
【図３】第２圧接端子を示す斜視図
【図４】電線が圧接される前の第１圧接端子及び第２圧接端子を示す斜視図
【図５】電線が圧接される前の第１圧接端子及び第２圧接端子を示す正面図
【図６】電線が圧接された状態の圧接端子を示す斜視図
【図７】第１圧接端子を上ケースに収容し、第２圧接端子を下ケースに収容した状態を示
す図
【図８】電線が圧接された圧接端子を樹脂ケースに収容した状態を示す図
【図９】実施形態２の電線が圧接される前の第１圧接端子及び第２圧接端子を示す斜視図
【図１０】電線が圧接された状態の圧接端子を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明の実施形態１を図１ないし図８を参照しつつ説明する。
　本実施形態の圧接端子１０は、例えば、自動車内に配策される電線間の接続に使用され
るものであり、電線Ｗ１を一対の第１挟持片１４，１４の間に圧接する第１圧接端子１１
と、電線Ｗ１を第１挟持片１４，１４に重ねられる一対の第２挟持片２３，２３の間に圧
接する第２圧接端子２０とを組み合わせて構成されている。以下では、上下方向及び左右
方向については図５を基準とし、図５の紙面手前側を前方、紙面奥方を後方として説明す
る。
【００１９】
　電線Ｗ１は、導体部の周囲を絶縁被覆で覆って構成された被覆電線であり、導体部は、
金属素線を撚り合わせてなる撚り線が用いられている。導体部の材質は、アルミニウム又
はアルミニウム合金が用いられているが、銅や銅合金等を用いることも可能である。
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　第１圧接端子１１は、銅又は銅合金製であって、図２に示すように、板状の連結部１２
と、連結部１２の左右の端部から連結部１２と直交する方向に一体に延出された２枚（複
数）の平行な板状の第１圧接部１３，１３とからなる。
【００２０】
　２枚の第１圧接部１３，１３は、同じ形状であって、互いに面一に下方に延びる一対の
第１挟持片１４，１４を備えており、この一対の第１挟持片１４，１４の間に形成された
Ｕ字状の第１スロット１５の間に電線Ｗ１が挿通されて圧接される。
　各第１挟持片１４，１４の各先端部は、その両側がテーパ状に切欠かれている。
【００２１】
　第１スロット１５は、一対の第１挟持片１４，１４間に一定の間隔を空けるものであり
、導体部の直径よりわずかに小さい。第１スロット１５の基端部は、導体部の形状に対応
して半円弧状に縮径して形成されており、第１スロット１５のテーパ状に切り欠かれた先
端側は、電線Ｗ１を案内する案内部１６とされている。
【００２２】
　第１挟持片１４，１４の側縁（第１圧接部１３，１３の側縁）には、一対の第２挟持片
２３，２３の間の間隔が広がる方向への変形を規制する鉤状の第１変形規制部１７，１７
が設けられている。
　この第１変形規制部１７，１７は、各第１挟持片１４，１４の側縁のうち、基端部側（
第１圧接部１３，１３の基端側）に設けられており、第２挟持片２３，２３を重ねる側で
ある第１挟持片１４，１４と直交する方向に突出する突出部１７Ａと、第１スロット１５
側へ直角に折り返す折り返し部１７Ｂとを有する折り返し片となっている。第１変形規制
部１７，１７が突出する側の第１挟持片１４，１４の面に第２挟持片２３，２３が重ねら
れると、図１に示すように、折り返し部１７Ｂが第２挟持片２３の平面に当接するととも
に、第１変形規制部１７，１７により一対の第２挟持片２３，２３の間の間隔が広がる方
向への各２挟持片の塑性変形が規制される。
【００２３】
　第２圧接端子２０は、銅又は銅合金製であって、図３に示すように、板状の連結部２１
と、連結部２１の左右の端部から連結部１２と直交する方向に一体に延出された２枚（複
数）の平行な板状の第２圧接部２２，２２と、連結部１２に連なり電線Ｗ２の端末に接続
される接続部２７とからなる。
【００２４】
　２枚の第２圧接部２２，２２は、２枚の第１圧接部１３，１３と同じ形状であって、互
いに面一に上方に延びる一対の第２挟持片２３，２３を備えており、この一対の第２挟持
片２３，２３の間に形成されたＵ字状の第２スロット２４の間に電線Ｗ１が挿通されて圧
接される。
　各第２挟持片２３，２３の先端部は、その両側がテーパ状に切欠かれている。
【００２５】
　第２スロット２４は、第１スロット１５と同形状であり、一対の第２挟持片２３，２３
間に一定の間隔を空けるものであり、導体部の直径よりわずかに小さい。第２スロット２
４の基端部は、導体部の形状に対応して半円弧状に縮径して形成されており、第２スロッ
ト２４のテーパ状に切欠かれた先端側は、電線Ｗ１を案内する案内部２５とされている。
　第２挟持片２３，２３の側縁（圧接部の側縁）には、一対の第１挟持片１４，１４の間
の間隔が広がる方向への変形を規制する鉤状の第２変形規制部２６，２６が設けられてい
る。
【００２６】
　この第２変形規制部２６，２６は、各第２挟持片２３，２３の側縁のうち、基端部側（
圧接部２２の基端側）にそれぞれ設けられており、第１挟持片１４，１４が重なる側に向
けて第２挟持片２３，２３と直交する方向に突出する突出部２６Ａと、第２スロット２４
側へ直角に折り返す折り返し部２６Ｂとを有する折り返し片となっている。そして、第２
変形規制部２６，２６が突出する側の第２挟持片２３，２３の面に第１挟持片１４，１４
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が重ねられると、折り返し部２６Ｂが第１挟持片１４の面に当接するとともに、第２変形
規制部２６，２６により一対の第１挟持片１４，１４の間の間隔が広がる方向への各第１
挟持片１４，１４の塑性変形が規制される。
【００２７】
　接続部２７は、図３に示すように、連結部２１から幅寸法を小さくして面一に連なる板
状部２８と、板状部２８の端部から直交する方向（電線Ｗ２の延出方向）に延出された圧
着部２９とからなる。
　圧着部２９は、電線Ｗ２の導体部をかしめて圧着するワイヤバレル部と、電線Ｗ２の絶
縁被覆の上からかしめて保持するインシュレーションバレル部とからなる。
　ワイヤバレル部及びインシュレーションバレル部は、共に、一対のかしめ片を有するオ
ープンバレル形が用いられているが、クローズドバレル形等の他の形状のバレル部を用い
ることも可能である。
【００２８】
　電線Ｗ２は、導体部の周囲を絶縁被覆で覆って構成された被覆電線であり、導体部は、
金属素線を撚り合わせてなる撚り線が用いられている。金属素線の材質は、アルミニウム
又はアルミニウム合金が用いられているが、銅や銅合金等を用いることも可能である。
【００２９】
　上記した圧接端子１０は、図８に示すように、合成樹脂製の樹脂ケース３０に収容され
ている。
　樹脂ケース３０は、外部からの衝撃や水滴等の浸入を防ぐために設けられた合成樹脂製
のケースであり、第１圧接端子１１が嵌め込まれて内側に保持される上ケース３１と、第
２圧接端子２０が嵌め込まれて内側に保持される下ケース３３とからなり、この樹脂ケー
ス３０には、電線Ｗ１，Ｗ２を外部に導出するための通し孔が複数（電線Ｗ１については
、２個、電線Ｗ２については１個）形成されている。
　下ケース３３の左右の側面には、それぞれ係止部３４が突出形成されているとともに、
上ケース３１の左右の側面には、係止部３４に係止される被係止部３２が形成されている
。
【００３０】
　係止部３４は、共に段差状に突出し、上方に向けて傾斜状に突出寸法が小さくなる形状
をなす。
　被係止部３２は、枠状であって、被係止孔３２Ａを有し、下ケース３３に上ケース３１
を被せると、被係止部３２が係止部３４の傾斜に当接して拡開変形し、被係止孔３２Ａが
係止部３４を超えると復元変形して係止部３４が被係止孔３２Ａの孔縁に係止され、圧接
端子１０が樹脂ケース３０の内部に収容された状態となる。
【００３１】
　圧接端子１０の取付けについて説明する。
　第２圧接端子２０の接続部２７に電線Ｗ２を圧着した後、図７に示すように、第２圧接
端子２０を下ケース３３に嵌め込んで固定する。また、第１圧接端子１１を上ケース３１
に嵌め込んで固定する。第２圧接端子２０の一対の第２挟持片２３，２３の間の案内部２
５の上に電線Ｗ１を載置した状態で、第１圧接端子１１の一対の第１挟持片１４，１４の
間の案内部１６を電線Ｗ１の位置に合わせるようにして（両案内部１６，２５の間に電線
Ｗ１が配されるように）下ケース３３と上ケース３１とを嵌め合わせていく。これにより
、電線Ｗ１の絶縁被覆が切られつつ電線Ｗ１の導体部が各スロット１５，２４内に押し込
まれていく。そして、スロット１５，２４の所定位置まで押し込まれた時点で（図６）、
両ケースが完全に嵌め合わされて、被係止部３２が係止部３４に係止された状態となる（
図８）。
【００３２】
　本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
（１）一対の第１挟持片１４，１４の間に電線Ｗ１が挿通されて圧接される第１圧接端子
１１と、一対の第２挟持片２３，２３の間に電線Ｗ１が挿通されて圧接される第２圧接端
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子２０とを第１挟持片１４，１４と第２挟持片２３，２３とが重なるように組み合わせて
構成される圧接端子１０であって、第１圧接端子１１には、一対の第２挟持片２３，２３
間の間隔が広がる方向への第２挟持片２３，２３の変形を規制する第１変形規制部１７，
１７が設けられるとともに、第２圧接端子２０には、一対の第１挟持片１４，１４間の間
隔が広がる方向への第１挟持片１４，１４の変形を規制する第２変形規制部２６，２６が
設けられている。
【００３３】
　このようにすれば、第１圧接端子１１の第１変形規制部１７，１７により一対の第２挟
持片２３，２３間の間隔が広がる方向への第２挟持片２３，２３の変形が規制されるため
、電線Ｗ１と第２挟持片２３，２３との間の接触圧が弱くなることによる接触不良を防止
することができる。また、第２圧接端子２０の第２変形規制部２６，２６により一対の第
１挟持片１４，１４間の間隔が広がる方向への第１挟持片１４，１４の変形が規制される
ため、電線Ｗ１と第１挟持片１４，１４との間の接触圧が弱くなることによる接触不良を
防止することができる。よって、電線Ｗ１と圧接端子１０との間の接触不良を防止するこ
とができる。
　また、圧接端子１０を１個で構成する場合と比較して、電線Ｗ１との接触面積を多くで
きるため、電気抵抗を少なくすることができる。
【００３４】
（２）第１変形規制部１７及び第２変形規制部２６は、各挟持片１４，２３の側縁部から
挟持片１４，２３が重なる側に突出しているため、圧接端子１０の構成を簡素化すること
ができる。
（３）第１変形規制部１７及び第２変形規制部２６は、挟持片１４，２３の側縁部から挟
持片の面に沿う方向に折り返す折り返し片であるため、第１及び第２圧接端子１０，２０
のうちの一方の折り返し片の内側に第１及び第２圧接端子１０，２０のうちの他方の挟持
片を保持することが可能になる。
（４）各挟持片１４，２３に設けられた折り返し片は、当該挟持片１４（２３）に重ねら
れた挟持片２３（１４）の面に当接しているため、第１及び第２圧接端子１１，２０間の
接触面積を大きくすることができ、電気抵抗を少なくすることが可能になる。
【００３５】
（５）第１変形規制部１７，１７及び第２変形規制部２６，２６は、各挟持片の基端部で
あって、当該挟持片１４（２３）に重ねられた挟持片２３（１４）における先端側寄りの
位置に形成されている。
　このようにすれば、第１変形規制部１７，１７及び第２変形規制部２６，２６を挟持片
１４，２３の基端部に形成することで比較的挟持片１４，２３の変形による影響を受けな
いようにすることができる。また、この挟持片１４（２３）を重ねられた挟持片２３（１
４）における先端側寄りの位置とすることで、変形が生じやすい部分である重ねられた挟
持片２３（１４）の先端側の変形を防止することができる。
【００３６】
（６）電線Ｗ１は、金属素線が撚り合わされた撚り線であり、第１圧接端子１１は、一対
の第１挟持片１４，１４を複数個平行に配置して構成されているとともに、第２圧接端子
２０は、一対の第２挟持片２３，２３を複数個平行に配置して構成されている。
　このようにすれば、撚り線を複数箇所で圧接することになるため、撚り線がほどけるよ
うに圧接端子１０が回転することを防止することをできる。また、電線Ｗ１との接触面積
を多くなるとともに、圧接端子１０の形状が安定しやすくなる。
【００３７】
＜実施形態２＞
　実施形態２について、図９，１０を参照して説明する。
　実施形態１では、２本の電線Ｗ１，Ｗ２のうち、電線Ｗ１を圧接し、電線Ｗ２の端末を
圧着することにより接続したが、実施形態２では、２本の電線Ｗ３，Ｗ４を共に圧接する
ことにより電線Ｗ３，Ｗ４間を接続するものである。以下では、実施形態１と同一の構成



(8) JP 2012-243632 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

については同一の符号を付して説明を省略する。
【００３８】
　圧接端子４０は、図１０に示すように、共に同一形状の第１圧接端子４１と第２圧接端
子５０とを組み合わせて構成されている。第２圧接端子５０については、第１圧接端子４
１と同一構成であるため説明は省略する。
　第１圧接端子４１は、銅又は銅合金製であって、図９に示すように、板状の連結部４２
と、連結部４２の左右の端部から連結部４２と直交する方向に一体に延出された２枚（複
数）の平行な板状の第１圧接部４３，４３とからなる。
【００３９】
　２枚の第１圧接部４３，４３は、同じ形状であって、共に、下方に延びる一対の第１挟
持片４４，４４を備えており、この一対の第１挟持片４４，４４の間に形成されたＵ字状
の第１スロット４５の間に２本（複数本）の電線Ｗ３，Ｗ４が挿通されて圧接される。
　各第１挟持片４４の先端部は、その両側がテーパ状に切欠かれている。
【００４０】
　第１スロット４５は、一対の第１挟持片４４，４４間に一定の間隔を空けるものであり
、導体部の直径よりわずかに小さい。第１スロット４５の上下方向（圧接方向）の長さは
、２本の電線Ｗ１，Ｗ２を挿通できる長さであるため、実施形態１よりも長くなっている
。第１スロット４５の基端部は、導体部の形状に対応して半円弧状に縮径して形成されて
おり、第１スロット４５のテーパ状に切欠かれた先端側は、電線Ｗ１，Ｗ２を案内する案
内部４６とされている。
　第１挟持片４４，４４の側縁（第１圧接部の側縁）には、一対の第２挟持片の間の間隔
が広がる方向（左右方向）への変形を規制する鉤状の第１変形規制部４７，４７が設けら
れている。
【００４１】
　この第１変形規制部４７，４７は、各第１挟持片４４，４４の側縁のうち、基端部側（
第１圧接部の側縁の基端側）にそれぞれ設けられており、第２挟持片５４，５４が重なる
側である第１挟持片４４，４４と直交する方向に突出する突出部４７Ａと、第１スロット
１５側へ直角に折り返す折り返し部４７Ｂとを有する折り返し片からなる。第１変形規制
部４７，４７が突出する側の平面に第２挟持片５４，５４が重ねられると、折り返し部４
７Ｂが第２挟持片５４，５４の面に当接するとともに、第１変形規制部４７，４７により
一対の第２挟持片５４，５４の間の間隔が広がる方向への各２挟持片の塑性変形が規制さ
れる。
【００４２】
　圧接端子４０の取付けについて説明する。
　第２圧接端子５０を図示しない樹脂ケースの下ケースに嵌め込んで固定するとともに、
第１圧接端子４１を図示しない上ケースに嵌め込んで固定する。第２圧接端子５０の一対
の第２挟持片５４，５４の間の案内部５６の上に２本の電線Ｗ３，Ｗ４を載置する。そし
て、第１圧接端子４１の一対の第１挟持片４４，４４の間の案内部４６が、第２圧接端子
５０の一対の第２挟持片５４，５４の間の案内部５６に電線Ｗ３，Ｗ４を挟んで対向する
ようにして下ケースと上ケースとを嵌め合わせていく。これにより、第１圧接端子４１の
圧接部４３と第２圧接端子５０の圧接部５３とが重なり合い２本の電線Ｗ３，Ｗ４が絶縁
被覆が切られつつ各スロット４５，５５に押し込まれていく、スロット４５，５５の所定
位置まで押し込まれた時点で両ケースが完全に嵌め合わされてロックされる。このとき、
各挟持片４４，４４（５４，５４）は、対応する変形規制部４７，５７により一対の挟持
片４４，４４（５４，５４）間の間隔が広がる方向への変形が規制される。
【００４３】
　実施形態２によれば、第１圧接端子４１及び第２圧接端子５０は、同一形状であるため
、第１及び第２圧接端子４１，５０を共通化でき、第１及び第２圧接端子４１，５０を形
成するための金型を共通化することができる。
【００４４】
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　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）第１実施形態では、第２圧接端子２０の接続部２７に電線Ｗ１，Ｗ２が圧着され
る構成としたが、これに限られず、例えば、ろう接（ろう付けや半田付け）や、溶接等に
より電線Ｗ１，Ｗ２を接続するようにしてもよい。
【００４５】
　（２）上記実施形態の圧接端子１０は、自動車に配策される電線間を接続するものとし
たが、これに限られず、自動車以外に用いられる電線間の接続に適用することも可能であ
る。
　（３）上記実施形態では、圧接端子には、２個の圧接部（第１圧接部，第２圧接部）が
設けられていることとしたが、これに限られず、１個又は３個以上の圧接部が設けられて
いるものに本発明を適用することも可能である。
　（４）各変形規制部の構成は、一対の挟持片の間隔が広がる方向への変形を規制できる
のであれば、上記実施形態のような鉤状に限られない。例えば、本実施形態の変形規制部
のうち、突出部を有して折り返し部を有さない構成としてもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１０，４０…圧接端子
　１１，４１…第１圧接端子
　１３，４３…第１圧接部
　１４，４４…第１挟持片
　１５，４５…第１スロット
　１６，４６…案内部
　１７，４７…第１変形規制部
　１７Ａ，４７Ａ…突出部
　１７Ｂ，４７Ｂ…折り返し部
　２０，５０…第２圧接端子
　２２，５３…第２圧接部
　２３，５４…第２挟持片
　２４，５５…第２スロット
　２５，５６…案内部
　２６，５７…第２変形規制部
　２６Ａ…突出部
　２６Ｂ…折り返し部
　２７…接続部
　３０…樹脂ケース
　３１…上ケース
　３２…被係止部
　３２Ａ…被係止孔
　３３…下ケース
　３４…係止部
　Ｗ１～Ｗ４…電線
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